
                               （介 76） 

平成 29 年 9 月 5 日 

 

 都道府県医師会 

介護保険担当理事  殿 

 

日本医師会常任理事 

鈴 木  邦 彦 

 
 

「平成 29年度介護報酬改定検証・研究調査への協力依頼について」 

の送付について 
 
 

 介護報酬改定検証・研究調査につきましては、介護報酬改定による効果の検証・調査研究

を行い、次期介護保険制度の改正および介護報酬の改定に必要な基礎資料を得ることを目的

に平成24年度介護報酬改定以降実施されているものであり、これまでも貴会に対しご協力の

お願いを申し上げてきたところでございます。 

 今年度の当該調査につきましては、平成30年度介護報酬改定に向け、5つの調査が実施（調

査時期はそれぞれ異なる）されることとなっております。 

また、当該調査の結果は、社会保障審議会介護給付費分科会等における今後の議論のため

の基礎資料として活用される大変重要なものとして、厚生労働省老健局担当課長より都道府

県および市区町村介護保険担当主管部宛てに当該調査にかかる協力依頼が発出され、併せて

本会宛てに協力依頼がありました。 

つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、貴会傘下の郡市区医師会

への周知方宜しくお願い申し上げます。 

なお、本調査は提出期限が過ぎた場合も、引き続きご提出いただくことが可能である旨申

し添えます。 

 

 
（添付資料） 

・「平成29年度介護報酬改定検証・研究調査への協力依頼について」の送付について 

（平29.8.23 老老発0823第 2号 厚生労働省老健局老人保健課長 通知） 



公益社団法人日本医師会会長

横倉 義武

　

殿

　　　　　　
ｎ吊総業副些

厚生労働省老健局老人保健課

「平成 ２

　

９年度介護報酬改定検証・研究調査への協力依頼について」
の送付について

　

日頃より、 介護保険制度の円滑な実施にご尽力頂きまして厚く御礼申

し上 げま す。

　

さて、 標記につきま しては、 別添の事務連絡を各都道府県及び各市区

町村介護保険担当主管部局、 並びに各関係団体の長宛て送付いたしまし

たので、 その趣旨を御了知いただき、 傘下会員に対する御周知方よろし

く お願 いい た しま す。



平成２９年８月２３日

各都道府県介護保険担当主管部（局）

各市区町村介護保険担当主管部（局） 御中

厚生労働省老健局総務課認知症疏策推進室
振

　　

興

　　

課

老人保健課

平成２９年度介護報酬改定検証・研究調査への協力依頼について

　

介護保険制度の推進につきましては、 日頃より格別のご尽力を賜り厚く御礼

申し上げます。

今般、 平成２７年度介護報酬改定による効果の検証・調査研究 （※） を行い、

次期介護保険制度の改正及び介護報酬の改定に必要な基礎資料を得ることを目

的に、 平成２８年度に引き続き、 平成２９年度介護報酬改定検証・研究調査

（※※） を実施しております。

今回の調査の結果は、社会保障審議会介護給付費分科会等における今後の議

論のための基礎資料として活用される大変重要なものです。

　

つきましては、 調査の趣旨をご理解いただき、 貴管内の介護保険施設・事業

所に対し、 調査への協力について周知するなど特段のご配慮をお願いいたしま

す。

※

　　

介護報酬改定検証・研究委員会について …

　

… ・別紙ＰＩ参照
※※

　

平成２９年度介護報酬改定検証・研究調査について …

　

別紙ＰＩ及びＰ２参照



介護報酬ｑ１ー改定検証・研究委員会の設置について①

　

Ｅｑ紙１

１

　

目的

○

　

平成３０年度の介護報酬改定に向けて、平成２７年度の介護報酬改定の効果の検証や「平成２７年度介護

報酬改定に関する審議報告」において検討が必要とされた事項に関する実態調査等を行うことを目的とし

て、社会保障審議会介護給付費分科会に介護報酬改定検証・研究委員会を設置する。

２

　

平成２９年度調査内容及び実施主体

（１） 定期巡回・随時対応サービスを含む訪問サービスの提供状況に関する調査研究事業（実施主体：株式

　

会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所）

（２） 医療提供を目的とした介護保険施設等の施設の役割を踏まえた利用者等へのリービスの在り方に関

　

する調査研究事業（実施主体：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）

（３） 認知症対応型グループホームにおける医療の提供等に関する調査研究事業（実施主体：株式会社富士

　

通総研）

（４） 介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業（実施主体：株式会社三菱総合研

　

究所）

（５） 訪問看護のリービス提供の在り方に関する調査研究事業（実施主体：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティ

　

ング株式会社）

３

　

委員

○

　

公益委員及び学識経験者１２名により構成（平成２９年８月１日現在）



介護報酬改定検証・研究委員会の設置について②

４

　

今後のスケジュール

平成２９年８月・９月
○ 調査票発送（済）
○ 集計・分析・検証

１０月
○ 介護報酬改定検証・研究委員会及び社会保障審議会介護給付費分科会：速報値を報告

１１月以降
○ 分析・検証

平成３０年３月頃
○ 介護報酬改定検証・研究委員会

　　

・ 調査結果の報告、調査結果に対する評価を実施

○ 社会保障審議会介護給付費分科会

　

・ 介護報酬改定検証・研究委員会から報告された調査結果等を決定 （予定）



各調査の調査票の提出締め切りについて

（１）定期巡回・随時対応サービスを含む訪問サービスの提供状況に関する調査研究事業

　

→

　

８月３１日 （発出日

　

８月１０日）

（２）医療提供を目的とした介護保険施設等の施設の役割を踏まえた利用者等への

　

サービスの在り方に関する調査研究事業

　

→

　

８月２５日 （発出日

　

８月１０日）

（３）認知症対応型グループホームにおける医療の提供等に関する調査研究事業

　

→

　

８月３１日 （発出日

　

８月１０日）

（４）介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業

　

→

　

８月２５日 （発出日

　

８月１０日）

（５）訪問看護のサービス提供の在り方に関する調査研究事業

　

→

　

８月２５日 （発出日

　

８月９日～１０日）

１※

　

なお、提出期限が過ぎた場合も、引き続きご提出いただくことが可能でございます。
１

　　

未回答の介護保険施設・事業所におかれましては、できる限りご協力くださいますよう

　

お願い申し上げます。


